
四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

及び同条例施行規則に基づく事務取扱基準 

平成２４年４月１日 

（趣旨） 

第１ この基準は、四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に

関する条例（平成２年四日市市条例第２８号。以下「条例」という。）及び

同条例施行規則（平成３年四日市市規則第１７号。以下「規則」という。）

に基づく事務取扱いについて必要な事項を定める。 

 （用語） 

第２ この基準で使用する用語は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。

以下「法」という。）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）

で使用する用語の例による。 

（中高層建築物等からの適用除外） 

第３ 条例第２条第１号で定める中高層建築物等のうち、次に掲げるものは、

中高層建築物等の対象としない。ただし、当該建築物の建築にあたって、市

長、建築主及び近隣関係住民は、条例第３条及び第４条に定める責務を果た

すよう常に努めるものとする。 

(1) 外形的変更を伴わない増築及び用途変更を行うもの 

(2) 法第８５条に規定する仮設建築物 

（敷地が２以上の用途地域にわたる場合） 

第４ 条例第２条第１号の用途地域における中高層建築物の判断について、中

高層建築物の敷地が２以上の用途地域にわたる場合にあっては、当該建築物

の計画に係る部分が属するそれぞれの用途地域による。 

（提出部数） 

第５ 市長に提出する図書で、提出部数について条例及び規則に特に定めのな

いものは、添付図書を含めて正本及び副本各１部とする。 

（説明会の開催等を求める場合） 

第６ 条例第６条第２項の規定により、市長が建築主に対し説明会等の方法に

より近隣関係住民に説明することを求めるときは、次に掲げる区分に従い、

それぞれ定める高さ又は階数の中高層建築物等を建築しようとするときと

する。ただし、次の(1)及び(2)において、当該建築物の外壁からその高さの

２倍の水平距離の範囲がその建築物の敷地内に存する場合又は当該範囲内



に自己の所有する建築物以外の建築物がないなど当該建築物を建築するこ

とにより周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと市長が認める場合

は、近隣関係住民に説明することを求めない。 

(1) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層

住居専用地域、第一種住居地域、第二種住

居地域、準住居地域又は用途地域の指定の

ない区域 

高さが１５ｍを超える建

築物又は地階を除く階数

が４以上である建築物 

(2) 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工

業地域又は工業専用地域 

高さが１８ｍを超える建

築物又は地階を除く階数

が５以上である建築物 

(3) 高さが６ｍを超える擁壁 

（説明会等の内容報告を求める場合） 

第７ 条例第６条第３項の規定により、市長が建築主に対し説明会等の内容に

ついて報告を求めるときは、条例第６条第１項及び第２項に基づき建築主が

近隣関係住民に説明を行う場合とする。 

（地盤面が２以上存在する場合） 

第８ 規則第３条第１項に規定する中高層建築物の高さについて、地盤面が２

以上存在する場合は、それぞれの地盤面に存在する中高層建築物の計画に係

る部分ごとに算定する。 

（規則第４条ただし書の適用） 

第９ 規則第４条ただし書の規定により、市長が周囲の状況により周辺の生活

環境に影響を及ぼすおそれがないと認める工作物とは、次に掲げる区分に従

い、それぞれ定める場合の工作物とする。 

(1) 規則第４条第１号

から第５号までに

掲げる工作物 

当該工作物の高さの２倍の水平距離の範囲が次

に掲げるものの内に存する場合 

ア 自己の敷地 

イ  道路法（昭和２７年法律第１８０号）によ

る道路 

ウ  都市公園法（昭和３１年法律第７９号）に

よる公園又は緑地 

エ 水面 



オ その他イからエに類するもの 

(2) 規則第４条第６号

に掲げる工作物 

擁壁の上端から当該擁壁の高さの２倍の水平距

離の範囲内の擁壁の下側及び擁壁の下端から当

該擁壁の高さの２倍の水平距離の範囲内の擁壁

の上側に、自己の所有する建築物以外の建築物

がない場合 

      

<参考図(2)関係> 

 

 

 

 

 

 

 

（道路の定義） 

第１０ 工作物の建築敷地が法第４２条に規定する道路に接しない場合に

ついては、建築敷地に接する通路等で幅員が最大のものを法第４２条の

道路とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この基準の規定は、施行日以降に標識設置届その他の書類が提出された中

高層建築物等について適用する。 

（運用基準の廃止） 

３ 四日市市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例及

び同条例施行規則運用基準（平成１８年１月４日）は、廃止する。 

附 則 

この基準は、平成２５年３月１日から施行する。 
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